
令和３年第６回 

海老名市農業委員会定例総会議事録 

                 日  時    令和３年６月２５日

                           １３時３０分～１４時４５分

                 会  場    海老名市役所議員全員協議会室
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令和３年第６回海老名市農業委員会定例総会

 令和３年６月２５日「令和３年第６回海老名市農業委員会定例総会」を議員全員協議会

室に招集した。招集委員は１４名、応召委員は１２名で次のとおりである。 

1番 深澤 伸治    2番  宮䑓 功      3番 清水 澄雄    4番 松島 淳一     

5番 鈴木 守    6番 小島 富士男  7番 波多野 寛    9番 竹内 章人    

10番 新戸 和夫  11番 守屋 福夫  13番 二見 務   14番 大矢 美知子 

 また、出席した農地利用最適化推進委員は６名で次のとおりである。

15番 井上 勝  16番 鈴木 信一  17番 尾上 富夫  18番 小松 佐一 

19番 猪熊 克行 20番 齋藤 孝一

事務局の出席は次のとおりである。

 事務局長 中山 康一、主幹兼係長 草薙 砂織、主査 加藤 友彦 

会議事項は次のとおりである。

 日程第１ 議案第35号 農地法第５条の規定による許可申請について 

 日程第２ 議案第36号 引き続き農業を行っている旨の証明について 

 日程第３ 議案第37号 引き続き農業を行っている旨の証明について（報告） 

日程第４ 議案第38号 農用地利用集積計画（案）について「売買」 

日程第５ 議案第39号 農地法第18条第６項の規定による通知について 

審議事項は次のとおりである。

  (１) 農地の一時使用について 

  (２) 農地転用届出による専決処分について 

  (３) 農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

会長が開会を宣言した。（開会の時間： 午後１時３０分） 

【議  長】 ただいまの出席委員は、１２名でございます。農地利用最適化推進委員６

名が出席していただいております。定足数に達しておりますので、会議は成
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立いたしました。 

次に、農業委員会会議規則第１３条第２項により議事録署名委員を指名さ

せていただきますが、ご異議ございませんか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】 ご異議なしということでございますので、７番委員、９番委員を指名さ 

せていただきます。 

それでは、議案書３ページから７ページ、４．報告事項の（１）活動状況

について、（２）農地の異動状況について、（３）県許可の状況について、事

務局から説明をお願いいたします。 

【事務局長】  （先月の活動状況、農地の異動状況、県許可の状況を報告した） 

【議  長】 報告事項が終了いたしました。 

ただいまの報告につきまして、何かご質問等がありましたらお伺いいたし

ます。ございませんか。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】 ないようでしたら、この程度にさせていただきます。  

 本日は傍聴希望者がございます。傍聴につきましては、農業委員会会議

規則第１４条で委員会の会議は公開とすると規定されておりますので、こ

の規定に基づき、傍聴の許可をしたいと思いますが、ご異議ございません

か。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしということでございますので、傍聴を許可いたします。傍聴

人を入室させてください。 

 暫時休憩いたします。 

          （休 憩） 

【議  長】  それでは、再開いたします。 

 議案書８ページ、５．付議事項の日程第１、議案第３５号 農地法第５

条の規定による許可申請についてを議題といたします。 

 受付番号６について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【事務局長】  それでは、まず私のほうから、過去２回の定例総会を含めました経過

についてご説明させていただきます。 



 3

 受付番号６については、かねてより立地基準が第１種農地であった田

が、譲渡人が上水道管を延伸して第３種農地となり、４月１２日に申請に

至ったいきさつがございます。上水道管の延伸前と延伸後の変化について

は、この資料の２ページから３ページに横使いでカラーで載せております

ので、比較してご確認をお願いいたします。 

 １ページにお戻りいただいて、中ほどより少し下、赤字で書いた４月２

６日の第４回定例総会でございますが、受付番号６については、市まちづ

くり条例の協議締結が未了ということで審議をいたしておりません。その

少し下、やはり赤字で書きました５月２１日の第５回定例総会でございま

すが、総会前日に市まちづくり条例の協議が整ったところ、隣接農地の地

権者３名の方から、営農状況に支障を生じるおそれがあるとして転用計画

への同意の取下げがあったため、継続審議といたしたところでございま

す。同意取下げの書面については、この資料の４ページから５ページに載

せておりますので、ご確認をお願いいたします。 

 続けますが、５月の定例総会終了後、申請者と隣接農地の地権者が支障

の解消に向けた話し合いを何度か行った結果、６月１８日になりますが、

転用計画に再同意がなされたところでございます。再同意の書面及び再同

意に当たって申請者から地権者側に差し出された念書がございますが、こ

の資料の６ページから９ページに載せておりますので、ご確認ください。 

 私のほうからは以上になりますが、隣接地権者のお一人でいらっしゃい

ます１番委員から、一連の経過について、委員の皆さんへ別途ご説明の必

要な事項がありましたらお願いいたします。 

【議  長】  それでは、今回のことについて説明をしたいと思います。日にちと内

容を上げますので、よろしくお願いいたします。 

 ６月２日に、■■■■建築事務所の■■■■氏より私のところに電話が

ございました。６月５日、土曜日に、今回の件で説明をしたいという内容

です。そのときに、地権者の■■■氏も同席したいという旨、連絡が入り

ました。６月４日、私が上今の地区委員の15番委員のところへ伺い、５日

の件で打合せをいたしました。そのときに、15番委員と話した中で、同じ

地区なので、■■■氏を呼んで３人で話をしたらどうかというような話が



 4

ございまして、15番委員のところに■■■氏に来てもらってお話をしまし

た。そして、いろいろ紆余曲折があったのですけれども、そのような中で

わび状を、わびを入れてくれというようなことで、わびを入れてもらう書

面を書くということになりました。そして、５日に、私のところに■■■

■の■■■■氏と■■■氏、15番委員、局長と５人で会いました。 

 まず最初に、私と15番委員と地権者の■■■氏、３人で、わび状の内容

を確認いたしました。その後、建築事務所の■■■■の■■■■氏と５人

で説明と、今までの経過を聞きながら、今後の工事内容の説明及びこちら

からの要望など話し合いを行いました。そして、６日ですけれども、５日

にもらった■■■氏のわび状の中に少し納得ができない部分がございまし

たので、そこを■■■氏のほうに連絡をして、もう一度書き直していただ

いて、６月８日にわび状をもらいました。その後、６月１５日に私のとこ

ろに■■■■の■■■■氏のほうから電話がありまして、内容の書面を念

書として提出してもらえるということで、その内容を打合せいたしまし

た。それが６月１８日に念書という形で私のところに届きました。経過は

以上でございます。 

 何かご質問がございましたらお受けいたしますけれども。 

 15番委員、何かございますでしょうか。 

【15番委員】  経過についてはそのとおりと思うんですけれども、地区委員の意見は

いいんですか。 

【議  長】  この後お願いいたします。 

【15番委員】  普通どおりの意見になります。それはまた後で。 

【議  長】  以上のことから、本日は受付番号６について審議を行いたいと考えて

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 受付番号６について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号６、申請地は、上今泉字■■■■■■■■、登記簿地目、

田、■■■■■平米、ほか■筆、議案書のとおりでございます。転用者

は、平塚市西真土■■■■■■■■、株式会社■■■■、代表取締役、■

■■■■、譲渡人は、上今泉■■■■■■■■■、■■■、転用の目的

は、駐車場、権利の種類は、所有権の移転でございます。 
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 現地の案内図等につきましては、資料１－１から１－４をご覧くださ

い。資料につきましては、案内図のほかに、現地の写真、土地利用計画

図、排水計画図、断面図等をお配りしております。 

【議  長】  地区委員の意見を伺います。15番委員。 

【15番委員】  今回の申請は、上今泉■■■、■■■さんから、株式会社■■■■さ

んのほうへ５条申請で、現状の水田、約６０センチ埋め立てをして、駐車

場として利用したいということでございます。現状においては、こちらの

ほうに図面が載っていますが、水道が通っていなかったのですけれども、

自費によって水道を通らせております。案件の説明としましては、大型車

両ということで、市道３０７号線のほうから信号の角ですけれども、小学

校の通学路に入りますが、各小学校、中学校の教頭先生と打合せをして了

解済みと、あるいは自治会長との合意がなされているとか、その他、当初

ですけれども、隣接の地権者さんから合意を得ているということで、私が

受け付けた段階では、特に問題はないと思われました。しかし、今、会長

以下お話がありましたけれども、もともとこの土地が１種農地ということ

だったので、その辺の取扱いについて皆さんで調整したのですけれども、

地区委員としましては、委員の皆様に慎重に審議していただきたいと思い

ます。 

【議  長】  それでは、事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  査】  こちらは、平塚に事務所を構えます株式会社■■■■の配送用トラッ

ク等の駐車場として農地転用したいという旨の申請になります。株式会社

■■■■は、現在、海老名市、座間市、相模原市を中心に運送業務を行っ

ておりまして、伊勢原市で借地で使用していた駐車場が使用できなくなる

ということから、より利便性の高い駐車場用地を探したところ、申請者と

合意が形成できたことから、今回、申請がされました。 

 資料１－１の左下の農地区分をご覧ください。こちらの農地区分の立地

基準につきましては、第３種農地ということになります。すぐ北側に今泉

中学校、西側に下今泉保育園がございます。 

 続きまして、土地利用計画図をご覧ください。図は、上側が西、右側が

北を指しております。申請地は、２方を道路、２方を農地に囲まれた土地
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で、駐車場として約６０センチ程度盛土をして整備するという計画になっ

ております。申請地の周囲につきましては、コンクリートブロック３段積

みや、擁壁、フェンスを設置しまして、出入口は、以前お配りした資料に

は、東側１か所でしたが、現在は図面にありますとおり、１か所の出入り

を分散するために２か所という形で計画されております。こちらにつきま

しては、市のまちづくり住宅課と道路管理課との調整も終わっておりま

す。なお、大型車両につきましては、東側の出入りのみということでござ

います。排水計画につきましては、整地、転圧して、砂利敷きとして、中

央に浸透トレンチを設置しまして、敷地内浸透処理とする計画になってお

ります。 

 以上、転用が不確実とされる要因は確認できず、隣地同意の添付もあ

り、周囲の土地への被害防除策も図られていることから、転用やむなしと

思われます。 

【議  長】  それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。13番委員。 

【13番委員】  １回、２回と申請を見送り、水田は既に雑草が生えておりました。北

側の用水側は普通車のみの出入りということなので、そこの出入り部分だ

けをＵ字溝のふたをすると。それに関して、用水路の清掃については問題

はないのではないかと思います。所有者、耕作者については既に合意済み

なので、問題はないと思います。 

【議  長】  それでは、受付番号６について、質疑のある方。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

【２番委員】  本件につきましては、２回にわたって継続審議ということになって、

今回、説明がありましたとおり、いろいろ法的な手続や何かを含めて、申

請手続が相整ったという形にはなっておるわけでございますけれども、そ

の間、関係する委員の皆さん、あるいは特に会長も関係者の一員として多

大な負担がかかったということは事実だろうと思っております。そのよう

な観点から、今回、経過書にございますように、もともと第１種の農地だ

ったところが３種になってしまったという状況は、まさに言ってみれば、

相談に来て、それでどうすれば第３種になることは可能かということを確
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認された上で、その条件を整えたと、言ってみれば、言葉はどうかなと思

いますが、あまりにも作為的にその条件を整えて、今回の申請の書類を整

えたという状況ですね。それは経過書の一番最初のところに、水道を引か

れた、そして寄附をされたというところの事実、なお、この水道を引くに

当たっても、いわば田んぼに水を引くのだというふうな、そういった目的

で水道管を引っ張っていったというふうな状況からしても、全くそのこと

の目的の意に反した状況で、この条件を整えてきたというふうなこと、こ

ういうふうな形は全く前例がないことの事実だろうと思います。 

 そういった中で、ちょうどこの経過資料の５ページのところに、取下げ

についてのお知らせというところがございまして、取下げのお知らせの６

行目から、しかし、今回、私どもの農地が第１種農地であったにもかかわ

らず、農地転用と所有権の移動を伴う農地法第５条許可申請を可能とする

目的のために、■■■氏の所有地が、私設で水道管を埋設し、第３種とす

る要件をつくり、農地転用と所有権移転を可能としてしまう事実は全く知

りませんでしたということですね。このことはまさにそういうことに反し

て、意図的にやられたという状況がございますので、先ほど会長のほうか

ら、関係者のほうにわび状も入ったということでございますけれども、し

かし、この案件については、私は個人的にもろ手を挙げて賛同できないと

いうことで、意見として申し上げておきます。 

【議  長】  ほかに何かご意見はございますでしょうか。 

        （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号６について、採決をさせていただきたい

と思います。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手多数であります。よって、許可相当とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号８について、事務局から提案説明をお願いいたし

ます。 

【主  査】  受付番号８、申請地は、上今泉■■■■■■■■■、登記簿地目、

畑、■■■平米、ほか■筆、合計、■■■平米、議案書のとおりでござい
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ます。現況は、市街化調整区域の畑です。転用者は、上今泉■■■■■■

■■、株式会社■■■■■■■■■■、代表取締役、■■■、譲渡人は、

座間市栗原■■■■■■、■■■■、転用の目的は、駐車場、権利の種類

は、所有権の移転でございます。現地の案内図につきましては、資料２－

１をご覧ください。資料は、案内図のほかに、現地の写真、造成計画平面

図等をお配りしております。 

【議  長】  提案説明が終わりました。地区委員の意見をお伺いいたします。15番

委員。 

【15番委員】  申請者であります設計事務所のほうからご説明がありました。今回の

申請地の周りは、既に株式会社■■■■■■■■■■さんが地主さんから

賃貸借で全てを借用して使っております。今回の申請地だけが以前から交

渉で実行できなかったという土地でございます。このたび、地権者の方か

ら売却の意向があり、この土地も含めて駐車場にしたいということでござ

います。この周辺には■■■■■■■さんが転々と大型車の駐車場を借り

ていますので、地元としてもここに１か所に集約されれば大変いいのかと

思います。地区委員としては特に問題はないかと思います。 

【議  長】  事務局から詳細説明をお願いいたします。 

【主  査】  詳細説明させていただきます。 

 こちらは、近くに事務所を構えます株式会社■■■■■■■■■■■の

車両の駐車場としての転用申請でございます。会社近くにありました従業

員用と来客者用駐車場として使用されていた土地を一部返還したことに伴

いまして、近隣の自社の駐車場の見直しを図ったところ、今回の申請地が

必要となりまして、所有者との合意が形成できたことから申請されまし

た。 

 資料２－１の左下の農地区分をご覧ください。こちらにつきましては、

第３種農地になります。こちらにつきましては、申請地の周囲が住宅の用

もしくは事業の用に供する施設が連たんしているということから、３種と

して判断できます。 

 続きまして、資料２－２の造成計画平面図をご覧ください。図は、上側

が北を指しております。申請地は、西側を県道、ほか３方を■■■■■■
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■■■■■の駐車場に囲まれた土地で、申請地にあります既存のフェンス

を撤去いたしまして、一体の駐車場として整備するという計画になってお

ります。申請地につきましては、県道側はアスファルト舗装、東側につい

ては砂利敷きとしまして、排水計画につきましては、側溝や集水ます、浸

透トレンチを設置しまして、敷地内浸透処理とする計画になっておりま

す。なお、資料２－４を御覧いただくと、実際に計画されている使用形態

が分かるかと思います。ちょうど真ん中のところが今回の申請地になって

おります。図面のとおり、真ん中にございますので、そちらが出入口と、

今回の申請地が出入口と進入路の部分という形になります。 

 以上、転用が不確実とされる要因は確認できませんで、周囲の土地への

被害防除も図られていることから、転用やむなしと思われます。 

【議  長】  それでは、現地調査班の意見をお伺いいたします。13番委員。 

【13番委員】  申請については、既に北側、東側、南側と駐車場であり、雑草は生え

ているものの、トラクターで耕耘してある模様です。西側の道路面より出

入口にするので、アスファルト舗装をするため、土砂の流出はありませ

ん。特に問題はないと思います。 

【議  長】  それでは、受付番号８について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号８について、採決をさせていただきま

す。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、許可相当とさせていただきます。 

 次に、議案書９ページ、日程第２、議案第３６号 引き続き農業を行っ

ている旨の証明についてを議題といたします。 

 受付番号１３について、事務局から提案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号１３、被相続人は、河原口■■■■■、■■■■、相続人

は、河原口■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間
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は、平成３０年５月２３日から令和３年６月２５日までです。特例農地等

の明細でございますが、河原口字■■■■■■■、現況地目、田、登記簿

地目、田、農業振興地域内、■■■平米、ほか■筆、議案書のとおりで、

合計、■■■■■平米でございます。事務局で６月１０日に現地調査をし

たところ、農地として適正に管理されておりましたので、特に問題ないと

思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号１３について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１３について、採決をさせていただきま

す。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書１０ページ、受付番号１４について、事務局から提

案説明をお願いいたします 

【主  査】  受付番号１４、被相続人は、上郷■■■■■■■■、■■■■、相続

人は、上郷■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期間

は、平成３０年４月２８日から令和３年６月２５日までです。特例農地等

の明細でございますが、上郷■■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地

目、畑、市街化区域内の生産緑地でございます。■■■平米の■筆でござ

います。事務局で６月１０日に現地調査をしたところ、一部農業用倉庫

と、そのほかの農地につきましては適正に管理されておりましたので、特

に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号１４について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１４について、採決をさせていただきま
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す。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、受付番号１５について、事務局から提案説明をお願いいた

します。 

【主  査】  受付番号１５、被相続人は、社家■■■■■■、■■■■■、相続人

は、社家■■■■■■、■■■■■、引き続き農業を行っている期間は、

平成３０年７月２７日から令和３年６月２５日までです。特例農地等の明

細でございますが、社家字■■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、

田、生産緑地、■■■平米、ほか■筆、議案書のとおりで、合計、■■■

■■平米でございます。事務局で６月１０日に現地調査をしたところ、農

地として適正に管理されておりましたので、特に問題ないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号１５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１５について、採決をさせていただきま

す。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 続きまして、議案書１１ページ、受付番号１６について、事務局から提

案説明をお願いいたします。 

【主  査】  受付番号１６、被相続人は、大谷■■■■■■、■■■■、相続人

は、大谷北■■■■■■■■■、■■■■、引き続き農業を行っている期

間は、平成３０年６月２６日から令和３年６月２５日までです。特例農地

等の明細でございますが、大谷北■■■■■■■■■、現況地目、畑、登

記簿地目、田、生産緑地、■■■■■平米、ほか■筆、議案書のとおり

で、合計、■■■■■平米でございます。事務局で６月１０日に現地調査
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をしたところ、農地として適正に管理されておりましたので、特に問題な

いと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号１６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１６について、採決をさせていただきま

す。 

 賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１２ページ、日程第３、議案第３７号 引き続き農業を行

っている旨の証明について（報告）を案件といたします。 

 本案の内容は報告でございますが、引き続き農業を行っている旨の証明

として関係がありますので、ここで入れさせていただきます。 

 受付番号１２について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主  査】  まず、今回、報告とさせていただいておりますことの説明でございま

す。今回、■■さんから申請がございましたが、その時点で税務署への提

出期限が過ぎている状態でございましたので、現地確認をいたしまして、

事務局より証明を専決で発行済みでございますので、報告とさせていただ

きました。 

 それでは、説明させていただきます。受付番号１２、被相続人は、本郷

■■■■■■、■■■■、相続人は、本郷■■■■■■、■■■■、引き

続き農業を行っている期間は、平成３０年６月２６日から令和３年５月２

１日までです。特例農地等の明細でございますが、本郷字■■■■■■■

■、現況地目、畑、登記簿地目、畑、農業振興地域内、■■■平米、ほか

■筆、議案書のとおりでございまして、合計、■■■■■平米でございま

す。こちらは、事務局で５月２１日に現地調査をしたところ、農地として

適正に管理されており、特に問題ございませんでした。 

【議  長】  それでは、受付番号１２について、質疑のある方。 
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         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号１２については了承とすることでご異議

ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、了承とさせていただきます。 

 次に、議案書１３ページ、日程第４、議案第３８号 農用地利用集積計

画（案）について「売買」を議題といたします。 

 受付番号２４について、事務局より提案説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】 農用地利用集積計画による所有権の移転についてでございますが、過

去、直近では、平成３０年の４月に定例会にて審議していただいておりま

すが、委員改選後は初めての方がほとんどだと思いますので、制度の説明

からさせていただきます。 

 資料４をお開きください。Ａ４の横で、左、２つ、ホチキスで、資料４

というものがお手元にあると思います。こちらの資料４の表紙の１ページ

目をご覧ください。農業経営基盤強化促進法の体系でございます。農地の

貸し借りの際にはよくご審議していただいております農用地利用集積計画

というものですが、これは農業経営基盤強化促進法に基づく利用権の設定

等促進事業という事業に位置づけられております。こちらのほう、２ペー

ジ目をお開きください。今度は縦読みになります。こちらの真ん中より少

し下に大きな数字で４とありまして、４、農地法の特例とありますが、こ

ちらにあるとおり、農用地利用集積計画の定めるところにより、農用地の

利用権の設定等が行われる場合には、農地法の権利移動の許可の規定が適

用されず、利用権の設定ができるというほか、所有権の移転もできるとい

うふうになっております。 

 その隣、３ページ目をご覧ください。こちらには、農業経営基盤強化法

に基づく利用権設定等の手順及びメリットとあります。農地法第３条の許

可を受けて行う所有権移転と、この農用地利用集積計画により所有権移転

と何が違うのかという部分でございますが、農用地利用集積計画は、農地

の出し手である地権者や受け手である農家が、自身が主体となって許可を

申請するというものではなく、それらの方々から農業委員会が申出を受
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け、農業委員会が利用集積計画の作成を市へ要請し、市が計画を作成しま

す。これにより、３ページ、下のところの表にあるようなメリットが発生

いたします。１つ目が、表の左側、こちらに、農地法適用除外と書いてあ

るところです。農地の権利移動や権利設定の際には、通常は農地法第３条

の許可が必要ですが、それが不要でしたり、農地法第１８条に規定されて

いる賃借権での貸し借りを解約するための許可ですとか、合意解約という

ものがなくても、定めた期間で農地の権利が地権者へ戻ったりと、農地法

の適用が一部除外されるものでございます。 

 ２つ目が、表の右側、所有権が移転された場合と書いてあるほうです。

こちらは税制上の特例や不動産登記法の特例が受けられます。税制上の特

例は、土地を売り渡した地権者、譲渡人と書いてありますが、土地を売り

渡した方には①譲渡所得に係る所得税算定における８００万円の特別控除

があります。土地を買った人には、その下、②登録免許税の軽減でした

り、不動産を取得したときにかかる不動産取得税の軽減などがございまし

て、不動産登記法上の特例といたしましては、市町村が代わりに登記の手

続を行います嘱託登記というものでございます。利用集積計画は、農業委

員会が計画の作成を市へ要請し、市が計画を作成し、報告することによっ

て利用権の設定の効果が発生するという性質上、収用のような捉え方がで

きるということから、このような特例が設けられている仕組みとなってお

ります。税制上の特例につきましては、資料４ページ、５ページに詳しく

ございますので、中身につきましては、これらの資料を御覧いただければ

と思います。 

 今、利用集積計画の仕組みとメリット等をご確認いただきました。利用

集積計画は、これらのメリットが受けられる代わりに、受け手に対し、農

地法第３条の許可を受ける場合に加えて、さらに要件がございます。資料

４の２ページをもう一度ご覧ください。２というところで、農用地利用集

積計画の要件と書いてございます。こちらの（２）の①全地耕作、②常時

従事、③効率利用、要件に関しましては、農地法第３条の許可の際もよく

皆様にご審議をいただいている項目ではございますが、これらの項目に加

えまして、（１）計画の内容が市町村基本構想に適合することと書いてあ
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ります。このような要件がございます。 

 何度もページが前後して申し訳ありませんが、資料の６ページをお開き

ください。横向きになっております。左側には農業経営基盤の強化に関す

る基本的な構想とございます。これは市が定めるものでございまして、そ

のうち、所有権を取得する者についての要件、そのほかの要件ということ

で、要件の部分を抜粋しております。所有権を取得する者についての要件

という項目のうち、ア、イ、ウは、ほかの要件と農業経営基盤強化促進法

の要件ですとか、そういった要件と同じでございますが、エの部分に、農

地移動適正化あっせん譲渡等候補者名簿に登録されていることという要件

がございます。この名簿ですが、これは農業委員会が作成する農用地等の

権利移動により農業経営規模の拡大等の早期実現を図ることを目的とした

農地移動適正化あっせん基準というものに適合している方を登録する名簿

でございます。 

 この資料の右側に記載のあっせん基準というもののうち、農用地等の権

利を取得させるべきものの要件を抜き出しております。①から⑥までござ

いまして、①では、「その農業経営に、専ら又は主としてその農業経営に

従事すると認められる青壮年の家族従事者がいること」など、記載がござ

いまして、全部で６つの項目がございます。その全てにかなうようであれ

ば、先ほど申し上げました農地移動適正化あっせん譲渡等候補者名簿とい

うものに登録できることとなっております。農業委員会が主体となって農

地の権利移動等をあっせんするという場合には、この名簿に登録された方

にするという仕組みでございまして、これは農地移動適正化あっせん事業

という農業振興地域の整備に関する法律という別の法律に基づく事業でご

ざいまして、利用権設定等促進事業、今回の利用集積とは別のものでござ

いますが、利用集積計画によって所有権移転を行う場合には、この名簿に

登録されているということが基本的な構想の中に定められた要件の１つで

ございます。資料４の７ページ以降には、あっせん基準を全文おつけして

おりますが、ほかの部分につきましては、お時間があるときに御覧いただ

きたいと存じます。これらの要件を満たしたときに、市が利用集積計画を

作成して農地の所有権を移転するということができるという仕組みでござ
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います。 

 今ご確認いただいたことを再度整理させていただきますと、利用集積計

画の要件に受け手がかなっているものである場合のみ、市は利用集積計画

を作成します。この仕組みで所有権を移転する場合には、農地法３条の要

件と同じ全部効率利用要件、農作業常時従事要件等のほかに、市が定める

基本的な構想に適合するという要件がございまして、その基本構想に記載

されている要件の１つには、さらに農業委員会が定める農地移動適正化あ

っせん基準に基づく農地移動適正化あっせん譲渡等候補者名簿に登録され

ていることという要件がございます。農業委員会といたしましては、受け

手がこれらの農用地利用集積計画作成の要件に合っているかどうかという

ところについてご審議いただき、市へ計画を作成するように要請いたしま

す。 

 仕組みの説明は以上でございます。 

 これから提案説明をさせていただきます。 

 受付番号２４、譲受人は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、譲渡人

は、大谷南■■■■■■■■、■■■■、所有権の移転を行う土地は、大

谷字■■■■■■、現況地目、畑、登記簿地目、田、■■■平米、所有権

の移転の時期は、令和３年７月３０日、対価は、■■■■■、対価の支払

い期限は、令和３年７月３０日、対価の支払い方法は、口座振込払い、土

地の引渡しの時期は、令和３年７月３０日です。現地は、農振農用地区域

内の畑です。市が行う嘱託登記についての説明は先ほど申し上げましたの

で、割愛させていただきますが、簡単に申し上げますと、譲渡人は、譲渡

所得に関する８００万円までの特別控除が受けられること、譲受人は、不

動産を取得する際に発生する不動産所得税や、登記を行う際に発生する登

録免許税の軽減措置が受けられるような特例がございます。 

【議  長】  それでは、受付番号２４について、質疑のある方。 

【20番委員】  質疑ではないのですけれども、教えていただきたいのですが、所有権

の移転の内容の中で、ここに対価というものがあります。対価というの

は、譲渡、売り買いの価格だと思うのですけれども、今まで対価とか、売

ったとか、買うとかということで、今まで農業委員会に対価というものが
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出てこなかったような気がするのですけれども、これは事務局がその対価

を決めるからここに載せているのか、買う人と売る人がこれで条件が合っ

たからここに載せるのか、その辺のところを差し支えない程度に説明して

いただければと思います。 

【主幹兼係長】 この内容としましては、市長とか市が決める金額ということではな

く、相対の譲渡する側と譲り受ける側の間の金額ということでございま

す。この場で決める金額ではなく、相対で、双方で決まった金額がこの金

額ということでございます。 

【20番委員】  要するに、事務局で指導した価格か、売る人と買う人の価格か、どち

らか確認したかったもので、農業委員会事務局の指導価格がこれなのか、

相対での価格か、それを確認したかったものです。 

【議  長】  ほかに質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決をさせていただきます。 

 受付番号２４について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１４ページ、日程第５、議案第３９号 農地法第１８条第

６項の規定による通知についてを議題といたします。 

 受付番号１ですが、10番委員が賃借人として農業委員会等に関する法律

第３１条の議事参与の制限に該当しますので、審議終了まで退席をお願い

いたします。 

 暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

（10番委員退席） 

【議  長】  再開いたします 

 受付番号１について、事務局から提案説明をお願いいたします。 
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【主幹兼係長】  農地法第１８条第６項の規定に基づき、農地の賃借等の当事者につ

いて合意解約が行われた旨の通知がありましたので、報告いたします。 

 受付番号１、届出地は、社家字■■■■■■■、現況地目、田、登記簿

地目、田、■■■■■平米、議案書のとおりです。賃貸人は、社家■■■

■■、■■■、賃借人は、中野■■■■■■■■■、■■■■、農業経営

基盤強化促進法第１８条の農地利用集積計画作成による賃貸借の合意解約

です。合意により解約する日は、令和３年５月１０日、土地の引き渡し日

は、令和３年５月１０日です。なお、事務局で５月１０日に現地調査を行

い、農地として管理されていることを確認いたしました。特に問題ないも

のと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号１について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、意見のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、採決をさせていただきます。 

 受付番号１について、賛成の方の挙手を求めます。 

          （挙 手） 

【議  長】  挙手全員であります。よって、承認とさせていただきます。 

 暫時休憩といたします。 

          （休 憩） 

【議  長】  それでは、再開いたします 

 次に、議案書１５ページ、６．そのほか、法に基づく許認可等の審議に

よらない案件の（１）農地の一時使用についてを案件といたします。 

 受付番号５について、事務局より説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  県や市が実施する公共工事に伴う資材置場や工事ヤード等のための

農地の一時使用につきましては、所有者、使用者、事業者の３者から連名

で申請をしてもらうことにより、農地転用許可不要案件として処理をして

おります。農業委員会では、農地を使用することがやむを得ないものであ

るかどうか、周辺の農地の営農条件に支障を生じるおそれがないかなどを

確認いたします。原則としては、農業委員会での確認後から現地の使用を
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していただくようにしております。 

 受付番号５、申請地は、今里字■■■■■■■、現況地目、田、登記簿

地目、田、■■■平米、ほか■筆です。土地所有者は、杉久保北■■■■

■■■■■、■■■、土地の使用者は、河原口■■■■■■■■、■■■

■株式会社、代表取締役、■■■■、事業主は、綾瀬市寺尾本町一丁目１

１番３号、神奈川県厚木土木事務所東部センター、所長、星名隆、工事名

は、令和２年度河川改修工事公共（その１）及び県単（その６）合併、目

的は、仮通路及び土砂仮置場として使用したいとのことです。使用期間

は、令和３年７月１日から令和４年７月３１日までです。資料３－１がつ

いておりますが、現地の案内図の写真、３－２に土地利用計画図を配付し

ております。 

【議  長】  地区委員の意見をお伺いいたします。11番委員。 

【11番委員】  この申請は、去年の１１月に永池川の河川改修工事ということで出ま

した。今年の３月に延長、さらに今月再度延長と、２回目の延長というこ

とで、この間、周りからのクレームその他はございませんでしたので、問

題はないと思われます。 

【議  長】  それでは、受付番号５について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号５の一時使用は了承としたいと思います

が、ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１６ページから１８ページ、（２）農地転用届出による専

決処分についてを案件といたします。 

 農地法第４条の受付番号２３から２４の２件、第５条の受付番号１９か

ら２６の８件について、事務局から一括して説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  農地を転用する場合、転用目的で権利を設定、移転する場合には、

原則として県知事の許可を受けなければならない旨、規定されています

が、市街化区域内の農地をあらかじめ農業委員会に届け出て転用する場合

には、許可を要しないこととなっています。それを定めているのが農地法
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第４条第１項第８号と農地法第５条第１項第７号です。 

 議案書１６ページ、農地法第４条第１項第８号の規定による届出です。

届出期間につきましては、令和３年５月１日から５月３１日までの間に届

出がされたものです。受付番号２３から２４の２件で、畑、５２４平米、

田、０平米、合計、５２４平米です。 

 続きまして、議案書の１７ページをご覧ください。農地法第５条第１項

第７号の規定による届出です。届出期間につきましては、令和３年５月１

日から５月３１日までの間に届出がされたものです。受付番号１９から２

６までの８件で、田、２５平米、畑、1,815平米、合計、1,840平米です。

これらにつきまして、専決処分で受理したことを一括して報告いたしま

す。 

【議  長】  ただいま説明のあった転用届出について、一括して質疑をお受けいた

します。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、一括して了承としたいと思いますが、ご異議ござ

いませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、承認とさせていただきます。 

 次に、議案書１９ページ、（３）農地法第３条の３第１項の規定による

届出についてを案件といたします。 

 受付番号６について、事務局から説明をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  相続など農地法の許可を要しない農地の権利取得につきまして、権

利を取得した者は農業委員会にその旨を届け出なければならないこととな

っております。農業委員会としましては、耕作者のあっせん希望があった

場合のみ現地調査をいたします。 

 では、議案書の１９ページをご覧ください。受付番号６、権利を取得し

た者は、中新田■■■■■■■■■、■■■、権利を取得した日は、令和

３年３月２９日、権利を取得した事由は、相続、取得した権利は、所有

権、農業委員会によるあっせん等の希望は、なしです。届出に係わる土地

の所在ですが、中新田字■■■■■■■■、現況地目、田、登記簿地目、
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田、■■■平米、ほか■筆、合計、■■■■■平米、議案書のとおりでご

ざいます。 

【議  長】  それでは、受付番号６について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号６の届出は了承としたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、了承とさせていただきます。 

 続きまして、議案書２０ページ、受付番号７について、事務局から説明

をお願いいたします。 

【主幹兼係長】  受付番号７、権利を取得した者は、本郷■■■■■■■■、■■

■、権利を取得した日は、令和２年２月１８日、権利を取得した事由は、

相続、取得した権利は、所有権、農業委員会によるあっせん等の希望は、

なしです。届出に係わる土地の所在ですが、中河内字■■■■■■、現況

地目、畑、登記簿地目、畑、■■■平米、ほか■■筆、合計、■■■■■

■■■平米、議案書のとおりでございます。 

【議  長】  それでは、受付番号７について、質疑のある方。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  ないようですので、受付番号７の届出は了承としたいと思いますが、

ご異議ございませんでしょうか。 

       （「異議なし」の声あり） 

【議  長】  異議なしと認めます。よって、了承とさせていただきます。 

 次に、７．その他について、委員の皆様から何かございますでしょう

か。 

         （「なし」の声あり） 

【議  長】  事務局から。 

【事務局長】  私のほうから２点ほど補足をさせていただきます。 

 先ほどご審議いただきました議案第３５号の農地法５条の関係なのです

けれども、まず、受付番号６について、補足でお配りいたしましたカラー

の資料があるのですが、私のほうで、省略して説明してしまった関係があ
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るのですが、この受付番号６に関しては、■■という登場人物が２人出て

きます。譲渡人の■■■、それから、代理人として■■■■建築事務所と

いう会社が入っているのですけれども、■■■■という、ややしいのです

が、■■という者が２人出てきます。この資料の中にはちゃんと使い分け

て書いているのですけれども、お持ち帰りで確認されるときにその辺を注

意して読んでいただければなというところが１点でございます。 

 それと、受付番号８の上今泉■■■の■■■■■■■■の駐車場で、事

務局の説明で、この資料を使わなかったのですが、カラーでＡ４の横使い

で■■■■■■■■の申請地の色塗りをした資料をおつけしました。なる

べく今後こういうものをつけて、現地と、それから、周辺の農地の状況が

分かりやすくしていきたいなというふうに考えているのですが、注目して

いただきたいのは、上今泉■■■の小田急線から西、土手になって上がっ

たところまでの間というのは、実は農地は１０ヘクタールを切っていま

す。段差がありますので、下の田んぼとは連たんしていないという認識な

ので、１０ヘクタール切っておりますので、農地があるとしたら、第３種

か第２種というような形になっております。今回、申請地の南方について

も、市街化地域との境に畑があるのですけれども、ここも第３種農地とい

う形で、今後、転用の考えが出てくるかも分かりませんが、いずれにして

もそういう形で、周辺の状況についても今後知っていただけるような形で

資料をつくってまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

【議  長】  それでは、本日の定例総会は終了といたします。長時間、ありがとう

ございました。 


